
 

 

協議第１７号 

  

   財産の取扱いについて 

 

 財産の取扱いに係る調整方針を、次のとおりとすることについて協議を求め

る。 

 

１ 協議の対象を別紙のとおり正負の財産とし、南足柄市の財産は、すべて合

併後の市に引き継ぐ。ただし、基金については、その設立趣旨に配慮の上、

可能な限り合併時に統合する等の調整を行う。 

 

 

平成２９年２月１４日提出 

 

              小田原市・南足柄市「中心市のあり方」に関する 

任意協議会  会長 加藤 憲一 

 

 

 

 

【調整理由】 

・合併の方式を「南足柄市域を小田原市に編入する編入合併とする」とする

と想定していることから、南足柄市のすべての財産を合併後の市に引き継

ぐものとする。 

・合併後の市における同一趣旨の基金の重複を避けるため、統合が可能なも

のは合併時に統合するなど、合併時までに一定の整理を行うものとする。 

 



（協議第１７号 財産の取扱いについて）別紙 

 

〇協議の対象 

 

▶地方公共団体の財産 

正の財産 

・地方自治法第２編第９章第９節「財産」に規定されているもの 

  公有財産（第２３８条） 

      土地 

      建物 

      物権 

      無体財産権 

      有価証券 

      出資による権利 等 

  物品（第２３９条） 

  債権（第２４０条） 

  基金（第２４１条） 

 

負の財産 

・地方債 

  地方公共団体が１会計年度を超えて行う借入れ 

・債務負担行為 

  地方公共団体が１会計年度を超えて債務を負担する行為をする際に設定する予算 

 

 



2,468,022.08 1,742,627.37 4,210,649.45
573,859.38 161,204.64 735,064.02
38,761.83 0.00 38,761.83

6 0 6
42,486 208,880 251,366
240,213 22,973 263,186
1,679 605 2,284
82,156 15,287 97,443

12,775,151 3,001,075 15,776,226
12,715,151 2,142,275 14,857,426

108,980,546 27,058,911 136,039,457
13,441,061 384,852 13,825,913
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1,024,888,108
5,625,529,603
5,595,529,603

256,750

222,145,375

2,012,382,685
1,342,582,685

1,639,203,384

1,054,888,108

20,556,476

293,720,000

15,000,000

189,967,262

191,850,123

582,918,877

H28.3.31

3,136,274

1,000,895,067

100,200,000

133,256,750

758,945,375

7,343,656

H28.3.31

8,605,563

1,581,541,595

2,221,778

53,662,000
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3,665,662

1,021,488,295 19,912,453 1,045,066,410

7,149,621,441 981,191,890 8,130,813,331
7,119,621,441 792,191,890 7,911,813,331

0 7,500,000

1,000,000

4,500,000

H28.3.31 H28.3.31

2,000,000

1,051,488,295

150,362,109 156,641,761

326,798,011 271,359,581

35,516,284 59,904,811

152,665,662

59,912,453

H28.3.31 H28.3.31

5,585,456,742 280,707,622

95,421,095

1,264,066,410

5,866,164,364

307,003,870

598,157,592
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